
 

 

検定料の一部返還について  

 

１．返還額 ２３，０００円 

 

２．請求方法 Web出願システムの志願者個人ページ 

（https://area31.smp.ne.jp/area/p/nitj9pflhp5lfpine4/f4zfG2/login.html）より、

検定料返還申請、検定料返還口座登録を行うことができます。 

※令和５年 11 月７日午前９時以降、Web 出願システムでの入力が可能となる予定で

す。 

 

３．請求期限 令和５年 12月 15日（金） 

 

４．返還時期 令和６年２月頃を予定 

 

５．注意事項 返還請求は入学志願者本人に限ります。また、返還金の振込口座は返

還金請求者（志願者）名義のものにしてください。 

  

 


